
第4回 ヒアリング資料③

基本設計方針 (高 浜 3,4号 機の例)と 技術基準規則等の比車)ガ

く
(と コメン ト整理表の回答

燃料の健全性評価において水質を考慮する

必要があることか ら、明確化のため記載 し

ている。具体的には高浜3号機A型燃料の例に

なるが、13-添 821の 513耐食性に 「実機で

は放射線照射下で～酸素の発生を抑制 してい

る。」に 1次冷却材の環境について記載があ

り、5,131酸 化腐食による影響、5132水

素吸収による影響にて水質含めた試験結果を

踏まえ影響を確認 している旨記載

コメン トに対する回答

【コ メン ト N∩  R`′ )同 ′大 将

【コメン ト No 9の 回答】

「水素吸収特性」は、被覆材の延性低下に

関係があるため記載 している。一方で、被

覆材の酸化腐食 と水素吸収は密接な関係に

あることから、添付資料 8に おいては耐食

性に含めて記載している。

追加説明資料 :第ι回ヒアリング資料④

燃料体 (燃料要素)で は圧力について内外

圧差の最大で評価 してお り、 1次冷却材の

圧力は保守的に通常運転時の圧力 としてい

る。そのため、基本設計方針 には、 「最高

使用圧力」 と記載 していない。

追加説明資料 :第 4回 ヒア リング資料④

【コメン ト No 7の 回答】

高浜 3, 4号機

17行 17列 A型燃料集合体

第 2章 個別項目

1 炉心等

燃料体 (燃料材、燃料要素及びその他の部品を含む。)は、設

置 (変 更)許可を受けた仕様となる構造及び設計とする。

ち想定される最も厳 しい条件において、耐放射線性、寸法安定

性、耐熱性、核性質及び強度のうち必要な物理的性質並びに耐食

技術基準規則 技術基準規則の解釈

(炉 心等) 第 23条 (炉 心等)

コメント N08:基本設計方針において、水質を考慮することを記載 した理由を

説明すること。

燃料体、減速材及び反射材並びに炉心支持構造物の材料 第二十三条 燃料体、減速材及び反射

材並びに炉心支持構造物の材料は、通

常運転時における圧力、温度及び放射

線に起因する最も厳 しい条件におい

て、必要な物理的及び化学的性質を保

持するものでなければならない。

常運転時における原子炉運転状態に対応 した圧力、 件、燃

料使用期間中の燃焼度、中性子照射量及 わせのう

持 し得る材料を使

燃料体は下都炉心板の上に配列され、その荷重を下部炉心支持

板及び炉心そうにより原子炉容器のフランジで支持する設計とす

る。

燃料体は、設置 (変 更)許可を受 けた、通常運転時及び運転時 2燃 料体、減速材及び反射材並びに

の 自重、附

1第 1項 に規定する「最モ)厳 しい条件」とは、原子炉運転

状態に対応 した圧力及び温度条件、燃料使用期間中の燃焼

度、中性子照射量等の組み合わせのうち想定される最も厳

しい条件をいう。また、「必要な物理的及び化学的性質」

とは、物理的性質については耐放射線性、寸法安定性、耐

熱性及び核性質等をいい、化学的性質については耐食性及び化学的安定性の うち必要な化学的性質を保

コメント NO.9:耐食性と水素吸収特性について、基本設計方針ではそれぞれ別の設計要件として記載しているが、申請書

の添付資料 8で は同一要件のように読めるため、それぞれの関係を説明すること。

荷重に加え、核分裂生成物の蓄積による燃料被覆材の

び熱応力の荷重に耐える設計とする。

炉心支持構造物は、最高使用圧力、自重、附加荷重及び地震

に加え、熱応力の荷重に耐える設計 とする。

炉心支持構造物は、 自

重、附加荷重そ の燃料体、減速材

及び反射材並 炉心支持構造物に加

2第 2項における「その他の燃料体、減速材及び反射材並

びに炉心支持構造物に加わる負荷」には、燃料体における

核分裂生成物質の蓄積による燃料被覆管の内圧上昇及び熱

応力等の荷重を含むものとする。

力口

及

わる負荷 えるものでなければなら

ない。

コメン トN07:第 2回 ヒアリング資料④の P2、 H行 日に「燃料体は、設置 (変 更)許可を受けた～発

電用原子炉内の圧力、自重～」との記載の “圧力"に ついて、技術基準規則では “最高使用圧力"と

なつているが、 “圧力"と している理由を説明すること。



第 4回 ヒアリン

コメン トに対する国答

【コメン ト No l lの同容】

基本設計方針は、別記 -10の 仕様を満た し

た上で技術基準規則の本則 を満たす ことを

説明す るモ)の である。 これを明確化するた

め、左記の解釈の記載を踏 まえ、基本設計

方針を修正する。

技術基準規則の解釈

3第 1項及び第 2項の燃料体の物理的性質、化学的性質及

び強度等については 「発電用軽水型原子炉の燃料設計手法

について (昭 和 63年 5月 12日 原子力安全委員会了

承)」 及び 「燃料体に関する要求事項 (別 記-10)」 に

よること。

(別 記-10)

1 二酸化ウラン燃料材

二酸化ウラン燃料材は、次の(1)～ (5)の いずれにも適合す

ること。

(1)次 の表の左欄に掲げる元素を含有する場合における当

該元素の含有量のウランの含有量に対する百分率の値

は、それぞれ同表の右補に掲げる値であること。

炭素 0010以下

お、つ素 0,0015以 下

水素 0,0002以下

窒素 00075以 下

(2)ウ ラン235の含有量のウランの含有量に対する百分率

の値の偏差は、著しく大きくないこと。

13)ペ レント型燃料材にあつては、ペレントが次に適合す

ること。

①各部分の寸法の偏差は、著しく大きくないこと。

②密度の偏差は、著しく大きくないこと。

③表面に割れ、傷等で有害なものがないこと。

④表面に油脂、酸化物等で有害な付着物がないこと。

(4)ガ ドリニウムを添加 していないく)の にあつては、次に

道合すること。

① ウランの含有量の全重量に対する百分率の値は、

877以上であること。

② 酸素の原子数のウランの原子数に対する比率の値

は、1,99以上202以 下であること。

(5)ガ ドリニウムを添加 したものにあつては、次に適合す

技術基準規則
17行 17列 A型燃料集合体

高浜 3, 4号機

コメン ト NO.11:基本設計方針は、1.に技術基準規則と技術基準規則解

釈の第 23条の内容が、1.1に別記 10の 内容が記載される構成となつて

いる。本申請の基本設計方針において、別記 10の仕様を満たすことだけ

を説明しようとしているのか、それとも、別記 10の仕様を満たした上

で、技術基準規則の本則を満たすことを説明しようとしているのか。ま

た、基本設計方針を読む上で、1。 と 1.1は 、文章構成上、どのような

関係になつているのか説明すること。

1 1 燃料体

1.1 3 17行 17列 A型燃料集合体 (ウ ラン燃料 )

二酸化 ウラン燃料材は、次のいずれに k)道合する設計 とする。

(1)以 下に掲げる元素を含有する場合における当該元素の含有量

のウランの含有量に対する百分率の値は、それぞれ以下に掲

げる値であること。

炭素  0010以 下

おゝつ素 00015以 下

水素  00002以下

室素  00075以下

(2)ウ ラン235の 合有量のウラン含有量に対する百分率の値の偏

差は、著 しく大きくないこと。

(3)ペ レッ ト型燃料材にあつては、ペ レッ トが久に適合する設計

とする。

a各部分の寸法の偏差は、著 しく大きくないこと。

b密度の偏差は、著 しく大きくないこと。

c表面に割れ、傷等で有害なものがないこと。

d表面に油脂、酸化物等で有害な付着物がないこと。

(4)ガ ドリニ ウムを添加 していない ()の にあつては、次に適合す

る設計 とする。

aウ ランの含有量の全重量に対する百分率の値は、877以

上であること。

b酸素の原子数 の ウランの原子数 に対す る比率の値は、

199以上202以 下であること。

(5)ガ ドツニウムを添加 したものにあつては、次に道合する設計

2



第 4回 ヒア リング資料③

コメン トに対する回答

【コ メン ト No 1 0の同容 1

ウラン燃料に係 る申請のため、ウラン・ プ

ル トニ ウム混合酸化物燃料材の要求事項は

記載 しない。

技術基準規則の解釈

ること。

① ウランの含有量の全重量に対する百分率の値は、

実用上差し支えがないものであること。

② 酸素の原子数のウランの原子数に対する比率の値

は、実用上差 し支えがないものであること。

③ ガ ドツニウムの含有量の全重量に対する百分率の

値の偏差は、著しく大きくないこと。

④ ガ ドリニウムの均一度は、実用上差 し支えがない

ものであること。

2 ウラン・ プル トニ ウム混合酸イ陀物燃料材

ウラン・プル トニウム混合厚女a化物燃料材は、次の(1)～ 15)

のいずれにく)適合すること。

(1)各 元素の含有量の全重量に対する百分率の値の偏差

は、著しく大きくないこと。

(2}酸素の原子数のウラン及びプル トニウムの原子数の合

計に対する比率の値は、実用上差 し支えがないもので

あること。

(3)ウ ラン235、 プル トニウム239及 びプル トニウム241

の含有量の合計のウラン及びプル トニウムの含有量の

合計に対する百分率の値の偏差は、著 しく大きくない

こと。

14プル トニウムの均一度は、実用上差し支えがないもの

であること。

15)ペ レット型燃料材にあつては、ペレントが次に適合す

ること。

① 各部分の寸法の偏差は、著しく大きくないこと。

② 密度の偏差は、著しく大きくないこと。

③ 表面に害1れ、傷等で有害なものがないこと。

④ 表面に泊脂、酸化物等で有害な付着物がないこと。

3.ジルコ‐ウム合金燃料被覆材

ジルコニウム合金燃料被覆材は、次の(1)～ 生0の いずれ

にも適合すること。

技術基準規則

とする。

aウ ランの含有量の全重量に対する百分率の値は、実用上

差し支えがないく)の であること。

b酸素の原子数のウランの原子数に対する比率の値は、実

用上差 し支えがないものであること。

cガ ドリニウムの合有量の全重量に対する百分率の偏差

は、著しく大きくないこと。

dガ ドリニウムの均一度は、実用上差し支えがないもので

あること

ジルコニウム合金燃料被覆材は、次のいずれにも道合する設

計とする。

高浜 3, 4号機

17行 17列 A型燃料集合体

3



第 4回 ヒアリング資

コメン トに対する回答

下線部の規格を適用基準及び適用規格に記

載する。 (本 頁の4つ は同じもの)

【コメン トNo 10の 回答】

ジル コニ ウム合金燃料被覆材に再結晶焼 き

なま しを行つたものは使用 しないため、 別

記 -10(10)の 要求事項は記載 しない。

rコ メン ト Noら の同蓉 I

技術基準規則の解釈

(1)各 部分の寸法の偏差は、著しく大きくないこと。

(2)被 覆材の軸は、著しく湾由していないこと。

(3)各 元素の含有量の全重量に対する百分率の値は、日本

産業規格H4751(2016)「 ジルコニウム合金管」の 「4

品質」の表2及び表3に 規定する値であること。

14)日 本産業規格H4751(2016)「 ジルコニウム合金管」

の 「附属書C水素化物方位試験方法」又はこれと同等

の方法によつて水素化物方位試験を行つたとき、水素

化物方向性係数が0.45を 超えないこと。

0日 本産業規格H4751(2016)「 ジルコニウム合金管」

の 「附属書D超音波探傷試験方法」又はこれと同等の

方法によつて超音波探傷試験を行つたとき、対比試験

片の人工傷からの欠陥信号と同等以上の欠陥信号がな

いこと。

(6)表 面に割れ、傷等で有害なものがないこと。

(71表 面に油脂、酸化物等で有害な付着物がないこと。

(8)表 面の粗さの程度は、実用上差 し支えがないものであ

ること。

(釧 日本産業規格H4751(2016)「 ジルコニウム合金管 J

の「附属書B腐食試験方法J又はこれと同等の方法に

よって腐食試験を行つたとき、表面に著 しい白色又は

褐色の酸化物が付着せず、かつ、腐食質量増加が3日 間

で22ミ リグラム毎平方デシメー トル以下又は14日 間で

38ミ リグラム毎平方デシメー トル以下であること。

＼
地0再結品焼きなましを行つたものにあつては、次に適合

すること。

① 日本産業規格H4751(2016)「 ジルコニウム合金

管」の 「附属書A結品粒度試験方法」又はこれと

同等の方法によつて結晶粒度試験を行つたとき、

結晶粒度が結晶粒度番号 7と 同等又はこれより細

かいこと。

② 日本産業規格Z2241(2011)「 金属材料引張試験方

法」又はこれ と同等の方法によつて引張試験を行

つたとき、引張強さ、耐力及び伸びが日本産業規

|

技術基準規則

コメントN05:適用基準規格につい

て、必要な記載ができているか検討

すること。

コメン トNO.10

コメン トNO.5

コメン トN05

コメン トNO.5

17行 17列 A型燃料集合体

高浜 3, 4号機

(1)各 部分の寸法の偏差は、著しく大きくないこと。

(2)被 覆材の軸は、著しく湾由していないこと。

(3)各 元素の含有量の全重量に対する百分率の値は、

ホ・呂H4751 r2016ぅ 「ジル コニ ウム合金管

2及び表31こ 規定する値であること。

(4)日 本産業規格H4751(2016)「 ジルコニウム合金管」期

属書C 水素化物方位試験方法」又はこれと同等の方法によ

つて水素化物方位試験を行つたとき、水素化物方向性係数が

045を 超えないこと。

(5)日 本産業規格H4751(2016)「 ジル コニウム合金管」

属書υ 超音波探傷試験方法」又はこれ と同等の方法によつ

て超音波探傷試験を行つたとき、対比試験片の人工傷か らの

欠陥信号 と同等以上の欠陥信号がないこと。

(6)表 面に害」れ、傷等で有害なものがないこと。

(7)表 面に泊脂、酸化物等で有害な付着物がないこと。

(8)表面の粗さの程度は、実用上差 し支えがないものであるこ

と。

(9)日 本産業規格H4751(2016)「 ジルコニウム合金管」郷

属書B 腐食試験方法J又はこれと同等の方法によつて腐食

試験を行つたとき、表面に著しい白色又は褐色の酸化物が付

着せず、かつ、腐食質量増加が3日 間で22mg/dm 2以 下又は14

日間で38mg/dm2以 下であること。

州

σ) 「4

日本産業規/

品質」の表

4



第 4回 ヒアリング資料③

コメントに対する回答

下線部の規格を適用基準及び道月規格に記

載する。 (本 頁の 3つ のうち、 2つ は同じ

もの)

【コ メン ト Noら の同蓉 】

「コ メン ト N∩ 1(う の同た本】

ジル コニ ウム合金端栓に応力除去焼 きなま

しを行ったものは使用 しないため、別記 ―

10(2)の 要求事項は記載 しない。

なお、ジル コニ ウム合金端栓について、別

記 -10(3)を 踏まえて、ジル コニウム合金燃

料被覆管の要求事項を記載 している。

技術基準規則の解釈

格H4751(2016)「 ジルコニウム合金管」の 「4品

質」の表4に 規定する値であること。

は0応力除去焼きなましを行つたものにあつては、日本産

業規格Z2241(2011)「 金属材料引張試験方法」又はこ

れと同等の方法によつて引張試験を行つたとき、引張

強さ、耐力及び伸びが必要な値であること。

ミ
ジル コニウム合金端栓

〕再結 品棒 共んⅢと 1フ タ行 ′ぅナージル コニ ウム合谷 齢袴 li

日本 産 業規格 Z2241(2011)「 金属材料 引張試 験 方

法」 、 ASTM International 規格ASTM B 351  「Standard

Specification  for  Hot― Rolled  and  Cold― Finished

Zirconium and Zirconium Alloy Bars, Rod, and Vire

For Nuclear Application」 又はこれ と同等の方法によ

つて次の表の上欄 に掲げるいずれかの試験温度におい

て引張試験を行つた とき、引張強 さ、耐力及び伸びが

同欄 に掲げる試験温度の区分に応 じ、それぞれ同表の

下欄 に掲げる値であること。端栓 とは、燃料被覆材の

両端を密封するために成形 された金属部品をい う。

引張試験

伸び

パーセン ト

14以上

24以上

耐力

ニ ュー トン

毎 平 方 ミ リ

メー トル

240 芝茨_L

105以上

ε張強さ

ニ ュー トン

毎 平 方 ミ リ

メー トル

415以 上

215以 上

温度

室 温

316度

鬱)応力除去焼きなましを行ったジルコニウム合金端栓

は、日本産業規格Z2241(2011)「 金属材料引張試験方

法」又はこれ と同等の方法によつて引張試験を行つた

とき、引張強 さ、耐力及び伸びが必要な値であるこ

と。

13)前 記 「3 ジルコニウム合金燃料被覆材」 (2)、 惚)、

(5)、 (81、 住0及びt〕 を除く。)の規定は、ジルコニウム合

金端栓に準用する。ただ し、 (3)の 日本産業規格

技術基準規則
高浜 3, 4号機

17行 17列 A型燃料集合体

(10)応力除去焼きなましを行つたものにあつては、日本産業規/

格z2241(2011)「 金属材料引張試験方法 1又 は これ と同等

の方法によつて引張試験を行つたとき、引張強さ、耐力及び

伸びが必要な値であること。

ジルコニウム合金端栓は、次のいずれに{)適 合する設計とす

る。

(1)各 部分の寸法の偏差は、著しく大きくないこと。

(2)各 元素の含有量の全重量に対する百分率の値は、日本産業規

格H4751(2016)「 ジルコニウム合金管Jの 「4 品質」の表

2及 び表31こ 規定する値であること。ただし、表31こ 掲げるニ

オブ及びカルシウムを除く。

(3)表 面に割れ、傷等で有害なものがないこと。

(4)表 面に油脂、酸化物等で有害な付着物がないこと。

(5)日 本産業規格H4751(2016)「 ジルコニウム合金管」の 「附

属書B 腐食試験方法」又はこれと同等の方法によつて腐食

試験を行つたとき、表面に著しい白色又は褐色の酸化物が付

着せず、かつ、腐食質量増加が3日 間で22ng/dm 2メ 下又は14

日間で38mg/dm2以 下であること。

(6)再 結品焼きなましを行つたジルコニウム合金端栓は、日本産

抱 底 ク,941r9^ュ i、 ハ 巳 ナナ母 月十籠 謝 硲 ナ 渋 | ASTM

International規 格ASTM B 351 Standard Specification

for Hot Rolled and Cold Finished Zirconium and

Zirconium Alloy Bars,Rod,and Wire for Nuclear

Application」 又はこれ と同等の方法によつて以下に掲げる

いずれかの試験温度において引張試験を行つた とき、引張強

さ、耐力及び伸びが同欄に掲げる試験温度の区分に応 じ、そ

れぞれ以下に掲げる値であるモ)の であること。

a試験温度 室温

号1張強 さ :415N/mm2以上

而+力 : 240N/mm2以 _L
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第 4回 ヒアリング資料③

コメン トに対する回答

本申請の燃料体構成部品にウォータロンド

は使用 しないことから(4)に は記載しない。

【コメン トNo.5の 回答】

下線部の規格を適用基準及び適用規格に記

載する。 (本頁の 1つは前貢と同じもの)

【コ メン ト Na fゝ の同答 】

十日法下の燃料体設計認可申請書の記載を踏

まえ、設工認申請書の記載を整理 した結果

であり、補足説明資料 3に 示 している。技

術基準規則との関係性等詳細説明は、第3回

ヒアリング資料②のとおり。

追加説明資料 :補足説明資料 3、 第3回 ヒア

リング資料②

【コメン ト No 1 0の 回容】

技術基準規則の解釈

H4751(2016)「 ジルコニウム合金管Jの 「4品質」の

表3に掲げるニオブ及びカルシウムを除く。

5 その他の部品

燃料材、燃料被覆材及び端栓以外の燃料体の部品は

次の(1)～ に)の いずれに )ヽ適合すること。

(1)各 部分の寸法の偏差は、著しく大きくないこと。

(2)表 面に割れ、傷等で有害なものがないこと。

(3)表 面に油脂、酸化物等で有害な付着物がないこと。

條)支持格子、上部支持板、下部支持板、

御棒案内シンブルにあつては、次に適合するこ

と。

① 各元素の含有量の全重量に対する百分率の値の偏

差は、著しく大きくないこと。

② 日本産業規格Z2241(2011)「 金属材料引張試験方

法」又はこれ と同等の方法によつて引張試験を行

つたとき、引張強さ、耐力及び伸びが必要な値で

あること。

6.燃料要素

燃料要素は、次の(1)～ 18)の いずれに )ヽ適合すること。

(1)各 部分の寸法の偏差は、著しく大きくないこと。

(朗 燃料要素の軸は、著しく湾曲していないこと。

(引 表面に割れ、傷等で有害なものがないこと。

條)表 面に油脂、酸化物等で有害な付着物がないこと。

(Ы 日本産業規格Z4504(2008)「放射線表面汚染の測定

方法―β線放出核種 (最 大エネルギー0 15MeV以上)及

びα線放出核種」における間接涙J定 法又はこれと同等

の方法によつて預1定 したとき、表面に付着 している核

燃料物質の量が000004ベ クレル毎平方ミリメー トルを

ウォー タ ロ 、ソ

技術基準規則

コメン トN010

コメン トNO.5

コメン トN06:基本設計方針

において、コイルばねやヘ リ

ウム加圧量を記載 した理由を

説明すること。また、その理

由を踏まえ、第 2回 ヒアリン

グ資料④の記我が適切か検討

すること。

コメン トNO.5

高浜 3, 4号機

17行 17列 A型燃料集合体

伸び :14%以 上

b試験温度316℃

引張強 さ :215N/mm2以 上

耐力 :105N/mm2以 上

伸び :24%以上

燃料材、燃料被覆材及び端栓以外の燃料体の部品は、次のい

ずれに )ヽ道合する設計とする。

(1)各 部分の寸法の偏差は、著しく大きくないこと。

(2)表 面に害1れ、傷等で有害なものがないこと。

(3)表 面に油脂、酸化物等で有害な付着物がないこと。

(4)支 持格子、上部支持板、下部支持板、制御棒案内シンブルに

あつては、次に適合する設計とする。

a各元素の含有量の全重量に対する百分率の値の偏差は、

著しく大きくないこと。

日 ★ 再と普 麹 捜 79イ,力 1 「b ll

はこれ と同等の方法によつて引張試験を行つた とき、引

張強さ、耐力及び伸びが必要な値であること。

ル

と。

燃料要素は、次のいずれにも道合する設計とする。

(1)各 部分の寸法の偏差は、著しく大きくないこと。

(2)燃 料要素の軸は、著しく湾曲していないこと。

(5)日 本産業規格Z4504(2008)「 放射線表面汚染の測定方法―

β線放出核種 (最 大エネルギー0 15MeV以 上)及 びα線放出

核種Jに おける間接測定法又はこれと同等の方法によつて瀕」

定 した とき、表面 に付着 してい る核燃料物質 の量 が

0 00004Bq/mln 2を 超えないこと。

(6)ヘ リウム漏えい試験を行つた とき、漏えい量が1億分の

6



第 4回 ヒアリン 料③

コメン トに対する回答

コイルばねのぼね定数と同様

追加説明資料 ,補足説明資料 3、 第3回 ヒア

リング資料②

rコ メン ト N∩  6′う1司 ゆ雲1

技術基準規則の解釈

超えないこと。

16)ヘ リウム漏えい試験を行つたとき、漏えい量が1億分

の304メ ガパスカル立方ミリメー トル毎秒を超えないこ

と。

17)溶 接部にブローホール、アンダーカット等で有害なも

7.燃料体

燃料体は、次の(1)～ に)の いずれにも適合すること。

(1)各 部分の寸法の偏差は、著しく大きくないこと。

(2)表 面に割れ、傷等で有害なものがないこと。

(3)表 面に油脂、酸化物等で有害な付着物がないこと。

(4)部 品の火如がないこと。

(8)部 品の欠如がないこと。

のがないこと。

技術基準規則
17行 17列 A型燃料集合体

高浜 3, 4号機

(7)溶 接部にブローホール、アンダーカ ント等で有害なものがな

いこと。

(8)部 品の欠如がないこと。

燃料要素の集合体である燃料体は、次のいずれにも適合する

設計とする。

(1)各 部分の寸法の偏差は、著しく大きくないこと。

(2)表 面に割れ、傷等で有害なものがないこと。

(3)表 面に油脂、酸化物等で有害な付着物がないこと。

(4)部 品の欠如がないこと。

304MPa・ mme/sを 超えないこと。
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